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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

財産管理処分規程 

 

平成３０年１２月２０日 

理 事 会 決 定 

 

  第１章 総 則 

 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下「当法人」という。）の財産の管理及び処分に関する基本的事項を定め、もって当

法人の事業を適正かつ効率的に実施することを目的とする。 

２ 当法人の財産の管理及び処分に関しては、別に定めるものを除くほか、本規程の定める

ところによる。 

３ 財産の使用、管理及び処分に携わるすべての役員及び職員は、財産が当法人の事業目的

を達成するために調達されたものであることを自覚し、善良な管理者の注意をもって、財

産の適正な使用、管理及び処分に努めなければならない。 

 

（定 義) 

第２条 本規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１） 財産 当法人の所有に属する財産及び使用のため保管する財産（ただし、金銭、

当法人会計処理規程第４５条第２項に定める投資活動に属する資産、債権

並びに他の規程等により管理及び処分するものを除く。） 

（２） 管理 財産の受入れ、保管及び使用を行うこと 

（３） 処分 使用を終えた財産の返却、譲渡又は廃棄等を行うこと 

 

（財産の区分） 

第３条 財産は、次に掲げる区分に従い、企画財務局長が定める品名別に整理しなければな

らない。 

（１） 資産 

財産のうち、次に掲げるもの（次号に定める物品を除く。） 

     ア 不動産等（従物を含む。） 

     イ 知的財産権その他これに準ずる権利 

（２） 物品 

    財産のうち、次に掲げるもの 

     ア 備品 
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        使用可能期間が１年以上で取得価額が 10 万円以上のもの及び取得価額

が 10 万円未満で厳重な管理が必要なもの（本号イ～エに区分されるもの

を除く。） 

      イ 消耗品 

（ア）取得価額が 10 万円未満のもの（本号ウ又はエに区分されるものを除く。） 

（イ）一度の適正な使用により消費され、又は記念品として交付・消費される

ものであって、企画財務局長が定めるもの 

      ウ 借用動産 

         使用のため受け入れる当法人の所有に属さない動産であって、契約等

の期間満了後返却すべきもの 

      エ その他 

動物、材料品その他上記ア～ウに基づく取扱いが適切でないものと認

めるものとして企画財務局長が定めるもの 

 

  第２章 財産の管理及び処分に係る組織 

 

（財産の管理及び処分の指導統括） 

第４条 財産の管理及び処分に関する事務の指導統括は、当法人会計処理規程第３条に定

める経理責任者が行う。 

２ 経理責任者は、財産に関して必要があるとき、報告を求め、又は調査することができる。 

３ 企画財務局長は、財産の管理及び処分の適正を期するため、財産に関する制度を整え、

必要な調整を行う。 

 

（財産の管理及び処分の分掌） 

第５条 局又はこれに準ずる組織等（以下「局等」という。）において使用する財産の管理

及び処分は、当該局等の局長級の職員又はこれに準ずる職にある者（以下「局長等」とい

う。）が行うものとする。 

２ 局長等は、その所管に属する財産の管理及び処分について、常に最善の注意を払い、経

済的かつ効率的に行うようにしなければならない。 

 

（財産取扱主任及び財産取扱者の設置） 

第６条 局長等は、財産の管理及び処分を適正かつ円滑に行うため、当該局等に所属する課

長又はこれに準ずる職にある者の中から、財産取扱主任（以下「取扱主任」という。）と

なる者を任命し、当該局等に所属する係長又はこれに準ずる職にある者の中から、財産取

扱者（以下「取扱者」という。）となる者を任命する。 

ただし、取扱者については、必要があると認めるときは、当該局等に所属する主事の中
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から任命することができる。 

２ 局長等は、前項に基づき取扱主任及び取扱者を任命したときは、その旨並びにその職及

び氏名を企画財務局長に通知しなければならない。取扱主任及び取扱者に変更が生じた

場合も同様とする。 

３ 取扱主任及び取扱者は、その所管に属する財産の管理及び処分事務の処理を推進する

ものとし、その職務は別に定める。 

 

  第３章 基本方針及び職員の職務 

 

（財産の管理の基本方針） 

第７条 財産の管理は、その性質や重要性を踏まえ、次条以下に規定するところに従ってこ

れを行うものとし、特に資産、備品及び借用動産は、使用開始以後も適正な管理を行わな

ければならない。 

２ 財産の配置場所やその性質等により前項に基づく管理が適切でない場合、局長等は企

画財務局長と協議の上、別途管理計画を策定し、これに従って財産を管理するものとする。 

 

（財産の調達の基本方針） 

第８条 財産の調達にあたっては、本規程の趣旨を踏まえ、経済合理性を基本としつつ、持

続可能性等を考慮して総合的に判断することにより、当法人の事業の適切な遂行に資す

るものとなるよう努めなければならない。 

 

（保 管） 

第９条 取扱者は、その所管に属する財産を、常に良好な状態で使用又は処分をすることが

できるように整理し、保管しなければならない。 

２ 備品及び借用動産については、取扱者は、企画財務局長が定めるところに従って表示を

すること等により、適正に管理するものとする。 

 

（使 用) 

第１０条 取扱主任は、財産を使用する者（以下「使用者」という。）が財産を使用するに

あたり、その使用目的に適合するようにしなければならない。 

２ 使用者は、善良な管理者の注意をもってその適正かつ効率的な使用に努めなければな

らない。 

 

（財産の状況確認) 

第１１条 取扱主任は、各会計年度末において、各財産の状況を、第３条に定める区分に応

じて、企画財務局長が定める帳票その他の書類によって確認しなければならない。各財産
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について、その性質や重要性を踏まえ当該確認が必要と認められるときも、同様とする。 

 

（亡失、損傷の報告） 

第１２条 取扱主任及び取扱者は、その所管に属する財産が、災害その他事故により亡失し、

又は損傷したときは、直ちに、企画財務局長が定める事項を局長等に報告しなければなら

ない。 

２ 局長等は、前項の報告その他により、その所管に属する財産について、亡失又は損傷の

事実を知ったときは、その経過ないし原因に関する意見を付して、企画財務局長を通じて、

経理責任者にその旨報告しなければならない。 

 

 （借用財産の返却） 

第１３条 局長等は、契約等に基づき使用のために受け入れた当法人の所有に属さない財

産を、契約等の期間満了後、適切に返却しなければならない。 

 

（財産の処分の基本方針） 

第１４条 局長等は、その所有に属する財産を処分（返却を除く。以下、本条において同じ。）

しようとするときは、経済合理性の観点から、適正な対価による譲渡によりこれを行わな

ければならない（以下、本項に基づく譲渡を「有償譲渡」という。）。なお、経済合理性の

判断にあたっては、譲渡価格の多寡のほか、譲渡にあたり当法人に生じ得る費用負担につ

いて考慮に入れなければならない。 

２ 局長等は、次の各号のいずれかに該当する場合は、財産を無償で譲渡することができる

（以下、本項に基づく譲渡を「無償譲渡」という。）。 

（１） 前項に定める経済合理性を判断するにあたり、同項後段に定める費用負担の免除を

得られること等の事情が存することにより、特定の譲渡先に無償譲渡する方が、当該

譲渡先以外の者に有償譲渡を行うよりも、経済合理性の観点から適切と認められると

き。ただし、正当な理由なく当該譲渡先に対して特別の利益を与えることとなるもの

ではない場合に限る。 

（２） 前項に基づく適切な有償譲渡先が見当たらず、かつ、前号に基づく無償譲渡も行え

ない場合であって、経済合理性を踏まえ適切と認められるとき 

（３） 前２号に定めるほか、当法人の事業目的及び経済合理性を踏まえ、経理責任者が定

める要件を満たすとき 

３ 局長等は、有償譲渡及び無償譲渡のいずれもが困難であると認められる財産について

は、委託等による再生利用を行わなければならない。 

４ 前項の規定にかかわらず、同項の財産について、同項の再生利用が困難であるときは、

局長等は、これを廃棄することができる。 

５ 財産の処分方法の決定にあたっては、あらかじめ第１８条に定める財産管理処分委員
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会に付議し、その承認を得るものとする。 

６ 財産の処分に関する契約手続その他の事務については、企画財務局長が定める。 

 

（再生利用等に係る手続の特例） 

第１５条 使用中の財産又は取扱者の保管に係る財産が、破損等によりいかなる用途にも

供することができず、かつ、適正な対価による譲渡を行うことができない場合にあっては、

直ちに当該財産を再生利用等により処分することができる。 

 

（共同実施事業等に係る財産の処分） 

第１６条 第１４条の規定にかかわらず、国や東京都等との共同実施事業等に係る財産の

処分については、有償譲渡、無償譲渡、再生利用又は廃棄のうちから、企画財務局長が定

める関係機関等との協議を踏まえて決定する方法によるものとする。 

 

（債務の履行として行う財産の処分） 

第１７条 第１４条の規定は、同条第１項に定める財産の処分のうち、開催都市契約その

他の契約等に基づきその債務の履行として行うものについては、適用しない。なお、当

法人の債務としてかかる財産の処分を定める契約等を締結する場合は、あらかじめ次条

に定める財産管理処分委員会に付議し、その承認を得るものとする。 

 

（財産管理処分委員会の承認） 

第１８条 局長等は、次の各号に掲げる事項について、財産管理処分委員会に付議し、その

承認を得るものとする。ただし、付議を要しない財産として経理責任者が定めるものにつ

いては、この限りでない。 

（１） 財産の処分方法及び処分先の決定に関すること 

（２） その他財産の管理及び処分に関する重要なこと 

 

（管理処分台帳による記録等） 

第１９条 局長等は、財産の管理及び処分にあたっては、第３条に定める区分に応じて、

企画財務局長が定める管理処分台帳、又は局長等が企画財務局長と協議の上定める台帳

に記録して整理しなければならない。なお、台帳の作成にあたっては、数量を第３条に

定める品名等の区分ごとに一括して記録する等企画財務局長が定める方法によることが

できる。 

2 局長等は、前項の規定によりその所管に属する資産の管理をするときは、台帳附属資料

(企画財務局長が別に定める図面その他の資料をいう。)を保管しておかなければならない。 

３ 局長等は、登記又は登録をすることができる財産を調達したときは、速やかにその手続

をしなければならない。ただし、登記又は登録をする必要がないと認められる場合は、こ
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れを省略することができる。 

４ その他財産の管理に関する事務については、企画財務局長が定めるところに従って行

う。 

 

（事務引継ぎ） 

第２０条 人事異動及び組織変更等により取扱主任又は取扱者に変更が生じるときは、前

任者は、企画財務局長が定めるところに従って、速やかに、その事務を後任者に引き継が

なければならない。 

２ 前任者が事故のため引継ぎをすることができないときは、局長等の指定した職員が前

項の規定による事務の引継ぎをしなければならない。 

 

（経理責任者の検査) 

第２１条 経理責任者は、必要があると認めるときは、自ら、又は財産の管理を行う局等に

所属する職員の中から検査員を命じ、当該検査員をして、取扱主任又は取扱者の取扱いに

係る財産の管理及び処分事務について直接検査をすることができる。この場合において、

特に必要があると認めるときは、関係人に対する照会その他実地に調査をすることがで

きる。 

２ 前項の検査を行った検査員は、当該検査の状況及び結果を経理責任者に報告し、当該報

告を受けた経理責任者は、これらを関係局長等に通知しなければならない。 

３ 経理責任者は、第１項の検査の結果、関係局長等において是正すべき事項があると認め

るときは、当該関係局長等に対し、当該事項の是正を求めることができる。 

 

（局長等の監督責任) 

第２２条 局長等は、財産の管理及び処分事務について、当該局等の取扱主任及び取扱者を

監督しなければならない。 

 

（管理及び処分事務の例外措置） 

第２３条 局長等は、財産の管理及び処分事務において、本規程の定めによることが適切で

ないと認める場合は、企画財務局長と協議の上、別の取扱いを定めることができる。 

 

  第４章 雑 則 

 

（委 任） 

第２４条 本規程に定めるほか、本規程の運用に必要な書類、帳簿等の様式その他の事項は、

企画財務局長が定める。 
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附 則 

 

 本規程は、平成３０年１２月２０日から施行する。 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

監事監査規程 

平成２９年７月２４日 

理 事 会 決 定 

第 １ 章 総 則 

（目 的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下「当法人」という。）の監事の監査に関する基本的事項を定めることを目的とする。

監事の監査は、法令及び定款に定めるもののほか、本規程によるものとする。 

（基本理念） 

第２条 監事は、当法人の機関として、理事と相互信頼の下に、公正不偏の立場で監査を

行うことにより、当法人の健全な経営と社会的信頼の向上に努め、その社会的責任の遂

行に寄与するものとする。 

（職 能） 

第３条 監事は、理事の職務の執行を監査する。 

２ 監事は、理事の職務執行について、法令若しくは定款に違反する事実若しくはそのお

それのある事実若しくは著しく不当な事実を発見したとき、又は、理事からこれらの事

実の報告を受けたときは、その事実関係を調査し、当該理事に対し、これを是正するよ

う必要な勧告又は助言を行うものとする。 

（業務・財産調査権） 

第４条 監事は、いつでも、理事及び関係部署に対して事業の報告を求め、当法人の業務

及び財産の状況を調査することができる。 

（理事等の協力） 

第５条 監事が、前条の職務を遂行する場合は、理事又は関係部署の責任者はこれに協力

するものとする。 

第 ２ 章 監 査 の 実 施 

（監査事項） 

185



- 2 - 

 

第６条 監事は、次の各号に掲げる事項の調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を

行うものとする。 

（１) 決裁文書等重要な文書 

（２) 重要又は異常な取引、債権の保全・回収及び債務の負担 

（３) 当法人と理事との競合取引又は利益相反取引 

（４) 財産の状況 

（５） 会計監査人の監査計画、監査状況及び意見 

（６） 会計監査人から提出を受けた会計監査報告 

（７) 決算方針及び決算期の計算書類等 

（８) 評議員会に提出すべき議案及び書類 

（９) その他監事が監査上必要とする事項 

 

 （会計監査人の選任等及び会計監査人との連携） 

第７条 監事は、法令の規定に従い、会計監査人に関する次の各号に掲げる議案を決定す

る。 

 （１） 会計監査人の選任及び解任並びに不再任に関する議案 

 （２） 会計監査人が欠けた場合で遅滞なく会計監査人が選任されないときにおける会 

計監査人の職務を行うべき者の選任に関する議案 

２ 監事は、会計監査人と連携を保ち、情報交換を行い、効率的かつ実効的な監査を実施

するよう努めなければならない。 

３ 監事は、会計監査人から理事の職務の執行に関して不正な行為又は法令若しくは定款

に違反する重大な事実がある旨の報告を受けた場合には、必要な調査を行い、理事に対

して助言又は勧告等の必要な措置を講じるものとする。 

 

（理事会への出席） 

第８条 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならな

い。 

２ 監事は、理事会に出席できなかった場合には、その審議事項について報告を受け、又

は議事録、資料等の閲覧を求めるものとする。 

 

第 ３ 章   監 査 の 意 見 陳 述 等 

 

（理事会に対する報告義務） 

第９条 監事は、理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認める

とき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認める

ときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。 
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２ 監事は、業務の執行に当たり、当法人の業務の適正な運営・合理化等又は当法人の諸

制度について意見を持つに至ったときは、理事に対し、意見を述べることができる。 

 

（監事による理事の行為の差止め） 

第１０条 監事は、理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反す

る行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によって当

法人に著しい損害を生ずるおそれがある場合には、その理事に対し、その行為をやめる

ことを請求することができる。 

 

（評議員会における説明義務） 

第１１条 監事は、評議員会において評議員が質問した事項については、議長の議事運営

に従い説明する。ただし、当該事項が評議員会の目的である事項に関しないものである

場合又はその説明をすることにより当法人その他の者の権利を侵害することとなる場合

その他一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則（平成１９年法務省令第２

８号）第５９条各号に定める場合は、この限りでない。 

 

（監事の任免・報酬に関する評議員会における意見陳述） 

第１２条 監事は、その選任・解任及び報酬について、評議員会において意見を述べるこ

とができる。 

 

第 ４ 章   監 査 の 報 告 

 

（計算書類の監査） 

第１３条 監事は、各事業年度に係る事業報告書及び計算書類並びにこれらの付属明細書

を受領し、これらの書類について必要な事項を監査する。 

 

 （会計監査人からの報告の監査） 

第１４条 監事は、会計監査人から計算書類並びにこの付属明細書を受領し、これらの書

類について監査事項を監査する。 

 

（監査報告書） 

第１５条 監事は、日常の監査を踏まえ、前二条の監査を経て、法令の規定に従い、監査

報告書を作成し、会長に提出する。監事間に異なる意見がある場合には、それぞれの意

見を記載する。 

２ 前項の監査報告書には、作成年月日を付し、監事が記名押印をするものとする。 
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第 ５ 章   雑 則 

 

（監査費用） 

第１６条 監事は、職務執行のため必要と認められる費用を当法人に対して請求すること

ができる。 

 

（補助機関） 

第１７条 監事の職務執行の補助機関としては、当法人の企画財務局が当たる。 

２ 前項の補助機関に関する事項については、監事と理事の協議によって定める。 

 

（改 廃） 

第１８条 本規程の改廃は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。 

 

附 則 

本規程は平成２６年１月２４日から施行する。 

 

附 則 

本規程は平成２７年１月２３日から施行する。 

 

附 則 

本規程は、平成２９年７月３１日付の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第１

９４条に基づく評議員会において、第１号議案及び第２号議案「会計監査人の選任及び定

款等の改正について」が原案どおり承認可決されることを停止条件として、同日付で施行

する。 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

内部監査規程 

平成２７年１２月１８日 

理 事 会 決 定

第１章 総 則 

(目的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会

（以下、「当法人」という。）の内部監査に関する基本的事項を定めることを目的とする。

内部監査は、法令及び定款に定めるもののほか、本規程によるものとする。 

２ 内部監査は、当法人の制度、組織、業務活動等の有効性および効率性、コンプライアン

スへの適合性等を検証（点検、分析、照合、比較、評価、確認）し、改善のための提言ま

たは是正のための勧告を行い、資産の保全、業務効率および財務報告の信頼性の向上、健

全な業務の実現に貢献することを目的とする。 

（内部監査の対象範囲） 

第２条 内部監査の対象は、当法人の制度、組織、業務活動の全般に及ぶものとする。 

（内部監査の独立性） 

第３条 内部監査の機能は、被監査部門から独立し、制約を受けることなく業務を遂行でき

る組織としなければならない。 

（内部監査の組織） 

第４条 内部監査を実施する組織として、監査室を置き、事務総長の直属とする。 

２ 監査室長を監査責任者とする。 

３ 監査責任者は、必要に応じて監査担当者を置くことができる（以下、監査責任者及び監

査担当者を合わせて「内部監査人」という。）。 

（内部監査人の権限） 

第５条 内部監査人は、帳票、書類、及び資料の提出を求め、又は事実の説明その他内部監

査実施上必要な事項を聴取し若しくは回答を求めることができる。 

（内部監査人の遵守事項） 

第６条 内部監査人は、厳正・公正かつ的確にその業務を行い、内部監査の目的遂行に努力
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しなければならない。 

２ 内部監査人は、被監査部門に対し、日常業務を著しく阻害し、停滞させることがないよ

う配慮しなければならない。 

３ 内部監査人は、職務上知り得たことを、正当な理由なく他に漏洩してはならない。 

４ 内部監査人は、被監査部門に対し直接指揮・命令を行ってはならない。 

 

（専門家の利用） 

第７条 内部監査人は、内部監査の実施に当たって必要な知識、技能その他の能力を必要と

する場合には、事務総長の承認を得た上で、適切な助言と支援を他の部門及び外部の専門

家等から受けることができる。 

 

（被監査部門の協力） 

第８条 被監査部門は、内部監査が正確かつ円滑に行えるように、内部監査人に対し積極的

に協力しなければならない。 

 

第２章 監 査 の 計 画 

 

（内部監査基本計画の作成） 

第９条 監査責任者は、年次で内部監査基本計画を事務総長に提出し、その承認を受けなけ

ればならない。 

 

（内部監査実施計画の作成） 

第１０条 監査責任者は、個別の監査を実施する前に、内部監査基本計画に基づいて内部監

査実施計画を作成し、事務総長の承認を受けなければならない。 

 

第３章 監 査 の 実 施 

 

（内部監査の実施） 

第１１条 個別の監査は、内部監査実施計画に基づいて実施する。 

２ 前項のほか、理事会又は事務総長の命に基づく特命監査を実施することができる。 

 

（内部監査の方法及び監査証拠） 

第１２条 個別の監査は、原則として、現場に赴き、事実関係を直接検証することにより行

う。 

２ 内部監査人は、自らの監査意見を立証するのに十分な監査証拠を入手しなければなら

ない。 
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第４章 監査結果の通知・報告 

 

（内部監査結果の通知及び報告） 

第１３条 監査責任者は、内部監査実施結果を、被監査部門の責任者に通知する。 

２ 被監査部門の責任者は、内部監査実施結果に対する回答書（改善策）を監査責任者に提

出する。 

３ 監査責任者は、上記回答書(改善策)を加味した後、監査報告書を作成し、事務総長及び

コンプライアンス委員会に報告する。 

 

（フォローアップ） 

第１４条 監査責任者は、被監査部門が作成した改善策の状況を確認し、事務総長に報告

する。 

 

（緊急報告） 

第１５条 監査責任者は、監査の過程で重大かつ緊急を要すると認められる事実が明らか

になった場合は、監査報告書の作成に先だって、事務総長に報告しなければならない。 

 

第５章 監査関係書類の保管 

 

（関連書類の整理保管） 

第１６条 内部監査人は、内部監査実施の経過を監査調書に記録し保管しなければならな

い。 

 

第６章 監 査 の 品 質 管 理 

 

（内部監査に対する意見等の把握） 

第１７条 内部監査人は、個々の監査業務の品質向上に努め、内部監査の全体的品質を保

証できる体制を整備しなければならない。 

 

第７章    雑       則 

 

（委任） 

第１８条 本規程に定めるもののほか、必要な事項は事務総長が定める。 

 

（改廃） 

第１９条  本規程の改廃は、理事会の決議により行う。 
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附則 

本規程は、平成２７年１月２３日から施行する。 

 

附則 

 本規程は、平成２８年１月１日から施行する。 
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公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会 

コンプライアンス規程

平成２７年１月２３日 

理 事 会 決 定 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 本規程は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員

会（以下「当法人」という。）のコンプライアンスに係る体制構築及び推進のために必

要な事項を定め、法規等を遵守、尊重することにより、当法人が社会的信頼を確保し、

大会の確実な開催と成功に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 本規程における用語の定義は次のとおりとする。 

(1) 「コンプライアンス」とは、業務上の運営及び行為に際し、法規等を守り、社会

からの要請に適合させることをいう。 

(2) 「法規等」とは、適用のある法令又は行政上の通達・指針等（外国におけるもの

を含む。）及び当法人の規程等をいう。 

(3) 「当法人の規程等」とは、「規程等管理規則」の定めに従って管理簿に登録され

た規程等をいう。 

(4) 「役員」とは、当法人の理事及び監事をいう。

(5) 「職員」とは、当法人の指揮命令下において業務を遂行するすべての者をいう

（アルバイト・パート、ボランティア職員を含む。）。

(6) 「構成員」とは、当法人の役員、職員、名誉会長、顧問会議構成員、専門委員及

び参与をいう。 

(7) 「取引先等」とは、契約等に基づいて当法人の業務運営及び行為を実施する者を

いう。 

第２章 コンプライアンス委員会

（委員会の設置） 

第３条 コンプライアンスに係る体制構築及び推進のため、当法人に、コンプライアン

ス委員会（以下「委員会」という。）を設置する。

（組織） 

第４条 委員会は、事務総長に直属し、当法人内の他の組織から独立した組織とする。 

２ 委員会は、コンプライアンス委員長（以下「委員長」という。）及びコンプライアン
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ス委員（以下「委員」という。）で構成される。 

３ 委員長は、当法人のチーフ・コンプライアンス・オフィサーをもって充て、委員会の

業務を統括する。 

４ 委員は、各局の局長から構成する。 

５ 委員長は、必要があると認めるときは、関係者または専門的な知見を有するものの出

席を求め、意見を徴することができる。 

 

（職務） 

第５条 委員会は、事務総長の指示に基づき、次に掲げる事項について検討、審議、又

は実施し、その結果を事務総長に報告することをその職務とする。 

(1) コンプライアンスに関する基本方針、計画及び体制の策定に関すること 

(2) コンプライアンスに関する規程等の策定に関すること 

(3) コンプライアンスに関する教育・研修の計画の策定及び実施に関すること 

(4) コンプライアンスに関する監督、検査及び監査に関すること 

(5) 前号の監督等により指摘した事項に対する改善策の検討及び提言に関すること 

(6) 前号の改善策又は再発防止策の実施状況のモニタリングに関すること 

(7) コンプライアンスに関する内部通報及び外部通報に関すること 

(8) その他コンプライアンスに係る体制の構築及びその推進に関すること 

２ 各部署は、委員会より、その職務に関連して協力要請があった場合には、それに協力

する義務を負う。 

３ 委員会は、その職務において監査（第１項第４号の監査を含むが、これに限られな

い。）を要する場合は、当法人の内部監査部門に実施させることができる。 

 

（委員会の開催） 

第６条 委員長は、１年度に２回以上、各委員を招集し、委員会を開催する。 

２ 委員会の開催には、委員の３分の２以上の出席を要するものとする。 

 

（決議） 

第７条 委員会の決議事項は、原則として出席委員の多数決によるものとし、可否同数

の場合は、委員長の決定するところによるものとする。 

 

（議事録） 

第８条 委員会の議事については、議事録を作成しなければならない。 

 

第３章 コンプライアンス委員会事務局 

 

（事務局の設置） 

第９条 委員会の活動を補佐するため、コンプライアンス委員会事務局（以下「事務

局」という。）を設置する。 
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（組織） 

第１０条 事務局は、コンプライアンス委員会事務局長（以下「事務局長」という。）及

びコンプライアンス委員会事務局職員（以下「事務局職員」という。）で構成される。 

２ 事務局長は、委員長が指名する。 

３ 事務局職員は、事務局長が指名する。 

 

（職務） 

第１１条 事務局は、委員長の指示に基づき、次に掲げるコンプライアンスに係る体制の

構築及び推進に関することをその職務とする。 

(1) 委員会の事務に関すること 

(2) コンプライアンスに関する研修の実施に関すること 

(3) コンプライアンスに関する相談・通報の対応に関すること 

(4) その他コンプライアンスに係る体制の構築及びその推進について必要な事項に関

すること（委員会の職務に含まれるものを除く。） 

２ 事務局職員は、前項に定める職務を実施する上で必要と認められる範囲において、当

法人における全ての部署・役員・職員を対象に、議事録、帳票、書類及び資料の提出

を求め、又は事実の説明その他必要な事項につきこれを聴取し、若しくはその回答を

求めることができる。 

 

第４章 コンプライアンスの推進 

 

（各局におけるコンプライアンスの統括及び推進） 

第１２条 各局におけるコンプライアンスの統括及び推進のため、各局にコンプライアン

ス統括責任者（以下「統括責任者」という。）を置く。 

２ 統括責任者は、原則として、各局の局長とする。 

３ 統括責任者は、コンプライアンス推進責任者（以下「推進責任者」という。）を自局

の部長級職員から、コンプライアンス推進担当者（以下「推進担当者」という。）を自

局の職員から、それぞれ指名して、自局のコンプライアンス業務を推進する。 

４ 推進責任者及び推進担当者は、委員会及び事務局の指示に基づき、各局におけるコン

プライアンスに係る体制の構築及び推進に関する業務を実施する。 

５ 推進責任者は、前項の業務の実施結果を統括責任者に報告し、当該報告を受けた統括

責任者は、委員会及び事務局の指示に基づきこれを委員会に報告しなければならな

い。 

 

（構成員の責務） 

第１３条 構成員は、常に、コンプライアンスの重要性を深く認識するとともに、当法人

に対する社会からの期待に適う、公平かつ公正な業務遂行に努めなければならない。 

２ 構成員は、常に、コンプライアンスに違反する行為を自ら行ってはならず、また、他
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者との間でコンプライアンスに違反する行為を共謀、指示、支援、幇助、教唆、示唆

又は黙認する行為を行ってはならない。 

３ 構成員は、次に掲げる場合であっても、コンプライアンスの違反となることにつき何

ら影響がないことを理解するとともに、常に、コンプライアンスの違反を未然に防止

し、また、コンプライアンスの違反を誘発する要因を取り除くよう努めなければなら

ない。 

(1) 法規等を知らなかった場合 

(2) 法規等に違反することにつき、故意又は重大な過失がなかった場合 

(3) 当法人の利益を図る目的で行った場合 

(4) 第三者の誘いを断ることができなかった場合 

 

（役員及び職員の責務） 

第１４条 役員及び職員は、他の構成員がコンプライアンスに違反する行為を行っている

ことを知った場合又は適切な措置をとらないためにコンプライアンスに違反する事態を

招くおそれが生じた場合は、当法人の規程等に従い、速やかにその事実を通報しなけれ

ばならない。 

２ 役員及び職員は、自らの行為がコンプライアンスに違反するかどうか判断に迷う場合

又はコンプライアンス違反となるおそれのある行為を要求された場合には、委員会、

事務局又は統括責任者に事前に照会、確認しなければならない。 

３ 役員及び職員は、前項において、緊急を要する場合、適切な通信手段がない場合な

ど、前項に定める照会等が困難であった場合は、事後速やかに委員会、事務局又は統

括責任者に報告しなければならない。 

４ 役員及び職員は、当法人の規程等に従い、継続的にコンプライアンス研修を受けなけ

ればならない。 

５ 役員及び職員は、当法人の規程等に従い、コンプライアンスに関して定期的に誓約書

を提出しなければならない。 

６ 役員及び職員は、取引先等が、常に、コンプライアンスの重要性を深く認識するとと

もに、当法人に対する社会からの期待に適う、公平かつ公正な業務遂行をするよう

に、取引先等を管理及び監督しなければならない。 

 

（評議員の責務等） 

第１５条 当法人の評議員は、その職務の遂行に際して、本規程の定め及びその趣旨を理

解し、遵守・尊重するものとし、当法人の役員及び職員は、評議員がこれを十分に理解

し、遵守・尊重するように働きかけなければならない。 

 

第５章 審査委員会 

 

（審査委員会の設置） 

第１６条 職員の懲戒処分に関する判断を行うため、当法人に、審査委員会を設置する。 
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（組織） 

第１７条 審査委員会は、事務総長に直属し、当法人内の他の組織から独立した組織とす

る。 

２ 審査委員会は、審査委員長及び審査委員で構成される。 

３ 審査委員長は、副事務総長とする。なお、副事務総長が複数名選任されている場合に

は、うち１名を事務総長が任命する。 

４ 審査委員は、原則として、各局の局長とする。 

 

（職務） 

第１８条 審査委員会は、事務総長の命を受け、職員の懲戒処分について、検討、審議

し、その結果を事務総長に報告する。 

２ 審査委員会は、委員会に対して、事務総長からの指示に関する事項について報告を求

めることができる。 

３ その他審査委員会の開催、運営に関して必要な事項は、別途事務総長が定める。 

 

第６章 雑則 

 

（委任） 

第１９条 コンプライアンスに係る体制及び推進に関して必要な事項は、本規程に定める

もののほか、コンプライアンス委員長が定める。 

 

（改廃） 

第２０条 本規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。 

 

付則 

本規程は、平成２７年１月２３日より施行する。 
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